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東 武 鎌 ケ 谷 住 宅 地 
 

1. 東武鎌ケ谷住宅地地区計画の内容 

 地区計画当初決定 昭和 60 年 11 月 19 日 鎌ケ谷市告示第 60 号 

 最終変更 平成 8 年 10 月 1 日 鎌ケ谷市告示第 84 号 

鎌ケ谷都市計画地区計画の変更（鎌ケ谷市決定） 

都市計画東武鎌ケ谷住宅地地区計画を次のように変更する。 

名 称 東武鎌ケ谷住宅地地区計画 

位 置 鎌ケ谷市東初富三丁目、東初富四丁目、東初富五丁目及び東初富六丁目 

面 積 約 26.4 ha 

区
域

の
整

備
・

開
発

及
び

保
全

の
方

針
 

地区計画の目標 

 本地区は、新京成線鎌ケ谷大仏駅より北西方約 300m に位置し、住宅地造成事業に

より必要な道路、公園等の都市施設が整備され、現に良好な生活環境を有する住宅地

が形成されている。今後ともこの良好な居住環境を保全し、より良い市街地に整備す

るため地区計画を策定し、家並みの美しいうるおいのあるまちづくりを図る。 

土地利用の方針 

 本地区は、現に専用住宅を主とした土地利用がなされており良好な居住環境の維

持･保全を図るため、A 地区にあっては一定の敷地規模を有する低層の良好な住宅地

を配置する。また、県道千葉鎌ケ谷松戸線の B 地区については、日常生活の利便性

の増進を図るため店舗、住宅等を配置するとともに過小宅地の防止に努める。 

地区施設の整備

方針 

 本地区は、住区幹線を中心に区画街路及び児童公園が整備されておりこの施設機能

を損なわないよう維持･保全を図る。 

建築物等の整備

方針 

1. 整備された宅地が再分割による過小宅地化を防止するため、建築物の敷地面積の

最低限度を定める。 

2. A 地区については、良好な住宅地としての環境を保全するため建築物の用途制限

を定める。 

3. A 地区については、良好な街区景観及び日照に配慮するため建築物の高さの最高

限度を定める。 

地
区

整
備

計
画
 

建
築

物
に

関
す

る
事

項
 

地
区
の
区
分
 

区分の

名称 
A 地区 B 地区 

区分の

面積 
23.1 ha 3.3 ha 

建築物の用

途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

1. 住宅（長屋を除く。以下この表において同じ。） 

2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）

第 130 条の 3 に規定するもの 

3. 法別表第 2（い）項第 4 号から第 6 号まで、第 8 号及び第 9 号に規定

するもの。 

4. 前各号の建築物に附属するもの。（令第 130 条の 5 に規定するものを

除く。） 

 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

165 ㎡ 130 ㎡ 

建築物の高

さの最高限

度 

 9m、軒高 7m 

 ただし、高さの算定に当たっては、階段室、昇降機塔、物見塔、装飾

塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁

の屋上突出部その他これらに類する建築物の屋上突出部はこれを算入す

る。 

 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

理由  都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成 4 年法律第 82 号）による法改正に伴

い、地区計画を変更する。 
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2. 条例に基づく建築物等についての制限事項 

地区計画の区域内における建築物等の制限事項についての説明は、次のとおりです。 

1) 
 

建築物の用途の制限（A 地区） 

 長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿業用建物、公衆浴場等は建築してはならない。 

 

[制限の趣旨］ 

 当区域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護すべき区域として都市計画

で第 1 種低層住居専用地域（一部第 2 種住居地域）を定めており、住環境を損な

わない一定の建築物を除いては住宅以外の施設を建てることはできません。 

 さらに、地区計画により A 地区では一戸建ての良好な住宅地としての環境を維

持保全するため建築物の用途の制限が定められており、長屋、共同住宅等は、建

築することができません。 

 

[長屋とは] 

 2 戸以上の住宅を 1 棟に建て連ねたもので、

各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部へ

の出入口を有している形態のものをいいます。 

 なお、住宅内部で相互に行き来できる二世帯

住宅は、長屋には含まれませんので建築するこ

とができます。 

 

[共同住宅とは] 

 1 棟のなかに 2 戸以上の住宅があり、廊下、

階段などを共有しているものをいいます。 

 

 

 

2) 
 

建築物の敷地面積の最低限度    A 地区 165 ㎡、 B 地区 130 ㎡ 

 

[制限の趣旨］ 

 敷地の細分化による居住環境の悪化を防止し、

良好な住宅地としての環境と景観を保全するため、

地区計画により敷地面積の最低限度が定められて

います。 

 A 地区においては 165 ㎡、B 地区においては

130 ㎡を下回る敷地設定はできません。 

住戸

出入口

住戸

出入口

住戸

出入口

壁

住戸 住戸 住戸

階段

廊下

壁

敷地細分化の禁止
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3) 
 

建築物の高さの最高限度（A 地区） 

 建築物の高さは、9m 以下で、かつ、軒の高さは 7m 以下でなければならない。 

 

[制限の趣旨］ 

 各住宅への日照を確保し隣地への圧迫感を防ぐために、当区域では第 1 種低層

住居専用地域の規定よりもさらに建物の高さを低くおさえるよう定められていま

す。なお、2 階建て住宅の通常の高さは、約 7m です。 

 

[建築物の高さ、軒の高さとは] 

 建築物の高さ ------ 建物の最も高い部分の地盤面からの高さをいいます。 

※屋上突出部等も高さに含まれますのでご注意ください。 

 軒の高さ ------------ 地盤面から屋根を支持する敷げた又は柱の上端までの高さを

いいます。 

木造洋小屋 木造和小屋

軒の高さ

柱
敷げた

はり
軒の高さ

柱

折置

柱

軒げた

軒の高さ

（軒の高さの例）

建築物の高さ

９ｍ以下 軒の高さ
７ｍ以下

 

 

4) 
 

各制限項目の緩和措置について 

 

 東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内においては、鎌ケ谷市地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例が昭和 61 年 1 月 1 日より施行されました（当初

の条例の名称は「鎌ケ谷市東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例」でしたが、中沢東地区の追加により現在のものに変更してい

ます）。 

 したがって、当地区においては当該条例の制限項目に適合しなければ建築物を

建築することができません。しかし、当該条例の制限項目に適合しない建築物及

び敷地で昭和 61 年の条例施行以前から存在するものについては、一定の制約のも

とに建築することができます。 

 ただし、建築物の高さの最高限度に関しては、緩和を認めておりません。 
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3. 新築や増築をする際の手続きについて 

 建築確認申請以外に特に手続きは不要ですが、地区住民の皆様と市が一丸となって

取り組んでいるまちづくりであることをご理解いただき、次の事項についてご協力を

お願いいたします。 

1）より良い居住環境を維持保全するために、当地区計画区域には地区住民で組織す

る東武鎌ケ谷住宅地管理組合があります。地区計画又はこのパンフレットに記載

されていない事項でも、建築にあたり組合からさまざまなお願いをすることがあ

りますので、その際には組合と充分協議をしてください。 

2）建築確認申請をするにあたり、計画建築物が建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号以

外である場合において、地区計画条例に関する訂正等については、できるだけ県

に進達する前の段階（市の窓口）で処理するようにしてください。 

 

 

 

4. 東武鎌ケ谷住宅地管理組合からのお願い 

 当住宅地は、良好なる住環境維持のため、昭和 61 年 1 月 1 日より地区計画制度が

導入されました。 

 したがって、新築・増改築する場合は、地区計画制度に適合させることが必要です。 

 また、市当局においても、自然と調和した住みよい街づくりの一環として、安全で

快適な都市環境の創出に努めておるところであります。 

 当管理組合としても、地区計画条例に規定されていない下記事項について守ること

が、より良い住環境を創出することに寄与すると思われますので何卒宜しくご協力を

お願いいたします。 

記 

1）新築・増改築する建築物の壁面から隣地境界までの距離は 1メートル以上とする。 

2）防災上、安全上、ブロック塀・石塀等はできるだけ避け、見通しのきくものとする。 

 

 

東武鎌ケ谷住宅地管理組合 

鎌ケ谷市東初富 4丁目 32番 1 号 

電話 047（445）4912 
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中 沢 東 地 区 
 

1. 中沢東地区地区計画の内容 

 地区計画決定 平成 11 年 12 月 15 日 鎌ケ谷市告示第 73 号 

鎌ケ谷都市計画地区計画の決定（鎌ケ谷市決定） 

都市計画中沢東地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 中沢東地区地区計画 

位 置 
鎌ケ谷市東中沢三丁目、初富本町二丁目、富岡三丁目、 

道野辺中央一丁目及び道野辺中央三丁目の各一部 

面 積 約 8.6ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本地区は、東武野田線鎌ケ谷駅の西方約 600m、新京成線北

初富駅及び新鎌ケ谷総合乗換駅の南方約 1,000m の地点に位置

し、土地区画整理事業により良好な住宅地、道路及び公園等の

都市施設が整備されている地区である。 

 このため、地区計画を策定することにより、良好な住宅地と

しての環境を維持および保全していくことを目標とする。 

その他の当該区域の整備･

開発及び保全に関する方

針 

 本地区は、土地区画整理事業により形成された良好な住宅地

区であり、今後は一定の敷地規模を有する低層の住宅地環境の

維持及び保全を図るため敷地の最低限度を定め、宅地の細分化

による過小宅地の防止を図る。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置及び規模 －－－－－－－－－－ 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物の敷地面積の

最低限度 

 135 ㎡ 

ただし、市長がやむを得ないと認めたものは、この限りではな

い。 

「区域は計画図表示のとおり。」 

理由  本地区は、土地区画整理事業により造成され、良好な住環境が整備されている。 

そこで、区域の整備、開発及び保全の方針を定め将来に亘って、良好な住宅地としての維持

及び保全を図るため、地区計画を決定する。 

 

 



中沢東地区地区計画 

 

201703   



中沢東地区地区計画 

 

201703 

2. 条例に基づく制限事項 

地区計画の区域内における制限事項については、次のとおりです。 

 

1) 
 

建築物の敷地面積の最低限度 

 135 ㎡ 

 

[制限の趣旨］ 

 敷地の細分化による居住環境の悪化を防止し、良好な住宅地としての環境と景

観を保全するため、地区計画により敷地面積の最低限度が定められています。 

 地区計画区域全域において 135 ㎡を下回る敷地設定はできません。 

 

敷地細分化の禁止

 

 

 

 

2) 
 

緩和措置について 

 

 中沢東地区地区計画の区域内においては、鎌ケ谷市地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例が平成 12 年 4 月 1 日より施行されました。 

 したがって、当地区においては当該条例の制限項目に適合しなければ建築物を

建築することができません。しかし、当該条例の制限項目に適合しない敷地で条

例施行以前から存在するものについては、一定の制約のもとに建築することがで

きます。 
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新 鎌 ケ 谷 地 区 

1. 新鎌ケ谷地区地区計画の内容 

 地区計画決定 平成 13 年 9 月 4 日 鎌ケ谷市告示第 57 号 

鎌ケ谷都市計画地区計画の決定（鎌ケ谷市決定） 

名 称 新鎌ケ谷地区地区計画 

位 置 鎌ケ谷市初富、粟野及び中央一丁目の各一部の区域 

面 積 約 59.1ha 

区
域

の
整

備
・

開
発

お
よ

び
保

全
に

関
す

る
方

針
 

地区計画の目

標 

本地区は、都市基盤整備公団の施行する新鎌ケ谷特定土地区画整理事業施行区域であり、北総

公団線、新京成線、東武野田線の新鎌ケ谷駅並びに計画がある東京 10 号線延伸新線（鉄道北千

葉線）の新鎌ケ谷駅を中心として計画的な都市基盤整備が進められている地区である。また、

本地区は、鎌ケ谷市の都市軸ゾーンに位置し、鎌ケ谷市の新たな中心市街地の形成を目指すと

ともに、千葉県北西部地域を代表する広域交流拠点として、人々の賑わいのある商業･業務･文

化等の都市機能が集中し、快適かつ安全な都市環境を充足できる魅力と活気に溢れた街の形成

を目指している。 

このため、本地区において地区計画を導入することにより、新鎌ケ谷駅周辺地区については、

魅力と活気に溢れた中心市街地の形成と適正かつ合理的な都市環境の形成を図り、その他の住

宅地については、駅前中心市街地に連続する都市型住宅地の形成と良好な市街地環境を形成す

ることを目標とする。 

土地利用の方

針 

本地区においては、魅力と活気に溢れた中心市街地の形成と良好な市街地環境の形成を図るた

め、次のとおり地区を区分し土地利用の方針を定める。 

〔A 地区〕商業地区-1 

駅前通り線や駅前広場に面する本地区は、土地の高度利用を前提とした大規模街区による土

地利用の誘導を図り、商業･業務、文化機能並びにアミューズメント施設等が複合集積した

シンボルゾーンとしての形成を図る。 

〔B 地区〕商業地区-2 

A 地区とともに、駅に隣接する中心市街地として商業･業務、文化機能並びにアミューズメ

ント施設等が複合集積した地区の形成を図る。 

〔C 地区〕商業地区-3 

A 地区、B 地区の機能を補完するとともに、地域に密着した土地の有効利用を促進するた

め、商業･業務から共同住宅までの多様な施設による複合化された市街地の形成を図る。 

〔D 地区〕沿道施設地区 

主要な幹線道路沿いで、沿道利用施設の立地と商業･業務サービス施設のほか住宅が調和し

た活気のある沿道空間の形成を図る。 

〔E 地区〕一般住宅地区-1 

都市の拠点的性格を持つ駅前の商業地区に隣接した地区として、中心市街地と居住環境が調

和のとれた土地利用を図る。 

〔F 地区〕一般住宅地区-2 

中心市街地を形成する商業地区に近接した住宅市街地として、中高層住宅を中心とした土地

利用により、良好な環境の形成を図る。 

〔G 地区〕一般住宅地区-3 

市街化調整区域や既成市街地の低層住宅地に隣接する地区として、低層住宅の良好な環境形

成を図る。 

建築物等の整

備の方針 

本地区計画の目標や土地利用の方針に基づき、商業系、沿道系及び住居系として 3 区分し、そ

れぞれ次のとおり建築物等の整備の方針を定める。 

また、建築物の外壁や屋外広告物は、周辺の街並みに調和した形態･意匠とし、都市景観の配慮

に努める。 

〔商業系 A, B, C 地区〕 

無秩序な市街地の形成を防止し、個性豊かでかつ魅力と活気に溢れた駅前地区の形成を図る

ため、統一ある都市景観を創出する整備を基本とする。このため、建築物の用途の制限を定

めるとともに、敷地の細分化防止のため、建築物の敷地面積の最低限度やかき又はさくの構

造を定める。また、壁面の位置の制限を定めて道路等の公共施設と建築物の敷地が調和した

都市空間の実現を図る。 

〔沿道系 D 地区〕 

建築物の用途の制限を定めるとともに、敷地の細分化防止のため、建築物の敷地面積の最低

限度やかき又はさくの構造を定め、周辺の居住環境に配慮した沿道型の利便施設や集合住宅

等の立地誘導を図る。 

〔住居系 E, F, G 地区〕 

建築物の用途の制限を定めるとともに、良好な街並みを担保するため、建築物の敷地面積の

最低限度やかき又はさくの構造を定め、安全でかつ快適な住宅地の誘導を図る。 
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地 区 整 備 計 画 

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

 

地
 
区
 

名 称 
A 地区 

商業地区-1 

B 地区 

商業地区-2 

C 地区 

商業地区-3 

D 地区 

沿道施設 

地区 

E 地区 

一般住宅 

地区-1 

F 地区 

一般住宅 

地区-2 

G 地区 

一般住宅 

地区-3 

面 積 約 7.1ha 約 8.8ha 約 13.0ha 約 5.0ha 約 11.8ha 約 10.0ha 約 3.4ha 

建築物の用

途の制限 

用途地域による用途制限の他に、次に掲げる建築物は建築してはならない。 

①倉庫業を営む倉庫 

②自動車教習所 

③床面積の合計が 15 ㎡

を超える畜舎 

④個室付浴場業に係る公

衆浴場 

⑤風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関す

る法律第 2 条 6 項 2

号から 6 号の用途に

供する建物 

①自動車教習所 

②床面積の合計が 15 ㎡を超える畜

舎 

①公衆浴場 

建築物の最

低敷地面積

の制限 

500 ㎡ 150 ㎡ 150 ㎡ 150 ㎡ 120 ㎡ 120 ㎡ 120 ㎡ 

ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

①土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の権利に基づいてその全

部を一の敷地として使用するもの。 

②市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

③複数の区域にまたがる敷地については、過半の面積を占める地区の制限を適用す

る。 

壁面の位置

の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面は、計画図に示す壁面線を超えて

建築してはならない。ただし、次の

いずれかに該当するものについて

は、この限りでない。 

①地盤面下の建築物。 

②建築物に付属する門若しくは

塀、または出窓（床面積に算入

されるものは除く。）、その他

これらに類するもの。 

③市長が公益上やむを得ないと認

めたもの。 

 

建築物等の

形態又は意

匠の制限 

建築物の外壁（これに代わる柱を含む。）、屋根の色彩は、原則として刺激的な色を用

いず、周辺の環境と調和した落ち着きのある色彩又は明るい色彩とする。 

屋外広告物については、周辺の環境との調和を図り、都市景観に配慮した物とする。 

かき又はさ

くの構造の

制限 

道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、

次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

①宅地地盤から高さ 0.6m 以下のフェンス等の基礎。 

②宅地地盤から高さ 0.6m 以下のブロック塀等。 

③道路に面する門袖（門柱を含む。）で片側の幅が 2m 以下の部分。 

④市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 
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2. 地区整備計画に基づく建築物等に関する制限事項 

(1) 建築物の用途の制限 《条例で制限として定めています》 

[制限の趣旨］ 

 新鎌ケ谷駅前を中心とした市街地を鎌ケ谷市の新しい拠点として整備し、地域

の顔として賑わいのあるまちの空間を将来にわたり維持していくため、それぞれ

の用途に応じた適切な土地利用や建築物の誘導を図ることを目的とした「建築物

の用途の制限」を定めます。 

 

[制限の内容] 

 用途地域による制限とは別に、次に掲げる建築物は建築することができません。 

A、B 地区 C、D、E 地区 F、G 地区 

①倉庫業を営む倉庫 

②自動車教習所 

③床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎 

④個室付浴場業に係る公衆浴場 

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律第 2 条 6 項 2 号から

6 号の用途に供する建物 

①自動車教習所 

②床面積の合計が 15 ㎡

を超える畜舎 

①公衆浴場 

 

[建築基準法との関係] 

地  区 A 地区 B 地区 C 地区 D 地区 E 地区 F 地区 G 地区 

用途地域 

建物用途 

商業地域 商業地域 
近隣商業 

地 域 

準 住 居 

地 域 

第 1 種 

住居地域 

第 1 種 

中高層住居 
専用地域 

第 1 種 

低層住居 

専用地域 

倉庫業を営む倉庫 ● ● ○ ○ × × × 

自動車教習所 ● ● ● ● ● × × 

床面積の合計が 15

㎡を超える畜舎 
● ● ● ● ● × × 

個室付浴場業に係
る公衆浴場 

● ● × × × × × 

風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律第
2 条 6 項 2 号から
6 号の用途に供す
る建物 

● ● × × × × × 

公衆浴場 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

凡例 ○ 建築基準法により建築できる建築物の用途 

 × 建築基準法により建築できない建築物の用途 

 ● 地区計画で制限する建築物の用途（建築できません） 
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(2) 建築物の最低敷地面積の制限 《条例で制限として定めています》 

[制限の趣旨] 

 敷地の細分化によるペンシルビルの

乱立や、密集した狭小宅地の住宅地開

発を防止し、敷地の共同化利用の促進

を図るために「建築物の最低敷地面積

の制限」を定めます。 

 

 

 

[制限の内容] 

 建築物の敷地面積は、次に掲げる数値以上でなければなりません。 

A 地区 B 地区 C 地区 D 地区 E 地区 F 地区 G 地区 

500 ㎡ 150 ㎡ 150 ㎡ 150 ㎡ 120 ㎡ 120 ㎡ 120 ㎡ 

 

[適用の除外] 

 この制限は、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の権利

に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合においては、適用されません。 

(3) 壁面の位置の制限 《条例で制限として定めています》 

[制限の趣旨］ 

 壁面の位置の制限は、別図に示すとおり商業･業務系土地利用が想定される区域

に定められています。 

 この沿道空間は、新鎌ケ谷地区の新たな中心市街地を形成すると共に、東武鎌

ケ谷駅へ連なる鎌ケ谷市の都市軸となる地区であるため、沿道空間のまちなみ整

備に配慮し、都市的空間整備が可能となるような誘導を図る必要があると考えま

す。このため、道路から一定の距離に「壁面の位置の制限」を定めました。 

[制限の内容] 

 地区整備計画において定められた壁面線の指定のある箇所においては、建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1m 以上でなけれ

ばなりません。 

[適用の除外] 

 この制限は、建築物又は建築物の部分が、次に掲げる部分に該当する場合にお

いては、適用されません。 

(1) 地盤面下の建築物 

(2) 建築物に付属する門若しくは塀、又は出窓（床面積に算入されるものは除

く。）、その他これらに類するもの 

敷地細分化の禁止
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(4) 建築物等の形態又は意匠の制限 

[制限の趣旨] 

 新鎌ケ谷地区は、新鎌ケ谷駅を中心とした新しい都市拠点を目指し、鉄道交通

の拠点として都市機能の集積を図り、緑や環境に配慮したまちづくりを目指して

います。 

 このため、地区計画による「建築物等の形態又は意匠の制限」を定め、建築物

の外壁（これに代わる柱を含む。）及び屋根の色彩は、原則として刺激的な色を

用いず、周辺の環境と調和した落ち着きのある色彩又は明るい色彩としたいと考

えます。また、屋外広告物については、周辺との調和を図り、都市景観に配慮し

た物としたいと考えます。 

 この制限内容は、特定の色や形態を制限するものではないので、建築行為の主

体による自主的な判断により、新鎌ケ谷地区の将来都市像にふさわしい建築物の

意匠を創造していただくこととなります。 

[制限の内容] 

 建築物の外壁（これに代わる柱を含む。）、屋根の色彩は、原則として刺激的

な色を用いず、周辺の環境と調和した落ち着きのある色彩又は明るい色彩とする。 

 屋外広告物については、周辺の環境との調和を図り、都市景観に配慮した物と

する。 

(5) かき又はさくの構造の制限 

[制限の趣旨] 

 地区の良好な都市環境、居住環境の整備を目的として、緑の空間づくりを目指

すため、コンクリート等による無機質な堅い印象の塀を避け、生垣や透視可能な

さくを設ける事により、緑の潤いのあるまちづくりを進めると共に、防犯上も有

効なまちづくりを進めます。 

 ブロック塀や石積みの塀が地震等の災害時に倒壊し、歩行者の被災が起こると

同時に避難経路を遮断する恐れがあり、倒壌しにくく歩行者の安全を阻害しない

材料による施工が望まれます。このため、道路に面する部分の「かき又はさくの

構造の制限」を定めました。 

[制限の内容] 

 道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。 

[適用の除外] 

 この制限は、かき又はさくの構造が、次のいずれかに該当するものについては、

適用されません。 

①宅地地盤から高さ 0.6m 以下のフェンス等の基礎。 

②宅地地盤から高さ 0.6m 以下のブロック塀等。 

③道路に面する門袖（門柱を含む。）で片側の幅が 2m 以下の部分。 

④市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 
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(6) 条例による各制限項目の緩和措置 

 新鎌ケ谷地区地区計画の区域内においては、鎌ケ谷市地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例が平成 14 年 4 月 1 日より施行されました。 

 したがって、当地区においては当該条例の制限項目に適合しなければ建築物を

建築することができません。しかし、当該条例施行以前から存在するものや公益

上必要なものについては、一定の制約のもとに建築することができます。 

 

3. 建築行為に必要な手続きについて 

(1) 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 都市計画法に基づく届出 

 新鎌ケ谷地区地区計画（地区整備計画）の区域内において「土地の区画形質の

変更」、「建築物の建築又は工作物の建設」、「建築物の用途の変更」、「建築

物等の形態又は意匠の変更」等を行う場合には、都市計画法第 58 条の 2 第 1 項

の規定に基づき、その行為に着手する日の 30 日前までに、鎌ケ谷市長に対して地

区計画の区域内における行為の届出が必要です。その内容が、地区計画の内容に

適合しない場合には、設計変更などの勧告を受けることになリます。 

 

ご注意ください！ご注意ください！ご注意ください！ご注意ください！    
 新鎌ケ谷地区におきましては、地区整備計画で定められた制限のすべて

が条例で制限として定められているわけではありません。従いまして、建

築確認を要する建築物等であっても都市計画法に基づく届出は必要とな

り、その行為に着手する 30 日前までに届け出ることが法律で定められて

います。建築を計画される場合には、余裕を持って手続きをされるようお

願いします。 

 

 

 新鎌ケ谷地区内で建築行

為を行う場合は、地区計画

の届出と景観条例に基づく

事前協議、届出も必要にな

るので、右図に沿って手続

きをしてください。 
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 地区計画区域内の行為に関する届出等、地区計画の詳細については、都市計画

課（電話 047-445-1141 内線 446）までお問い合わせください。 

 

(3) 地区計画条例について 

 地区計画区域内で建築物を建築する場合には、「鎌ケ谷市地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例」に基づき建築確認申請により計画内容が審査

されます。 

 「鎌ケ谷市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」及び建築確

認申請の詳細については、建築住宅課（電話 047-445-1141 内線 426）までお問い

合わせください。 

 

(4) 景観条例に基づく事前協議、届出について 

    鎌ケ谷市は、景観法に基づく「鎌ケ谷市景観計画」を平成２６年３月に策定し、

市内全域が景観計画区域となっています。新鎌ケ谷地区は、景観計画区域でもさら

に景観形成に積極的に取り組んでいく景観重点地区に定めており、新鎌ケ谷地区で

行う建築確認申請等の全ての行為が対象になっています。このため、景観条例に基

づく事前協議、届出の提出が必要です。詳細については、都市計画課（電話 047-

445-1141 内線 446）までお問い合わせください。 

地区計画等に関するお問い合わせ 

鎌 ケ 谷 市 役 所 
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１ 

電話 047（445）1141（代表） 

都市建設部 都市計画課 内線 446  

都市建設部 建築住宅課 内線 426 


